
教
育
資
金
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す

大
学
の
進
学
に
資
金
は
ど
の
く
ら
い
必
要
か
な

ど
、
教
育
に
か
か
る
費
用
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う

か
。
大
学
生
活
に
か
か
る
各
種
費
用
や
、
教
育

ロ
ー
ン
の
こ
と
、
市
で
実
施
す
る
教
育
資
金
の

サ
ポ
ー
ト
制
度
に
つ
い
て
、
市
と
苫
小
牧
信
用

金
庫
の
共
催
で
、
皆
さ
ん
の
疑
問
に
お
答
え
し

ま
す

A
2
月
11
日
㈯　

13
時
か
ら

B
市
役
所
2
階
21
会
議
室

C
高
校
3
年
生
、
大
学
1
年
生
の
子
を
持
つ
保

護
者

H
I
電
話
で　

政
策
推
進
課　

J
(32)
6
0
3
9

教
育
資
金
の
一
部
を
補
助
し
ま
す

お
子
さ
ん
が
大
学
卒
業
後
に
市
内
で
居
住
・
就

職
し
た
場
合
、
市
が
大
学
に
係
る
教
育
資
金
の

返
済
の
一
部
を
補
助
す
る
、
奨
学
ロ
ー
ン
返
済

助
成
制
度
、
教
育
ロ
ー
ン
利
子
補
給
制
度
が
あ

り
ま
す　

※
ロ
ー
ン
契
約
か
ら
3
カ
月
以
内
に

市
へ
の
申
し
込
み
が
必
要

C
4
年
制
大
学
に
在
籍
（
2
年
生
ま
で
）
ま
た

は
進
学
す
る
学
生
の
保
護
者

H
I
政
策
推
進
課　

J
(32)
6
0
3
9

確
定
申
告
の
お
知
ら
せ

■
申
告
・
相
談
会
場
開
設
期
間

A
2
月
1
日
㈬
〜
3
月
15
日
㈬　

9
時
〜
16
時

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
※
作
成
済
み

の
確
定
申
告
書
は
、
直
接
ま
た
は
郵
送
で
苫
小

牧
税
務
署
に
提
出

B
労
働
福
祉
セ
ン
タ
ー　

2
階

■
申
告
会
場
の
入
場
に
は
整
理
券
が
必
要
で
す

整
理
券
は
国
税
庁
L
I
N
E
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト

で
事
前
発
行
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
当
日
申
告

会
場
で
配
付
し
ま
す
。
配
付
状
況
に
応
じ
て
後

日
の
来
場
を
お
願
い
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の

で
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

I
苫
小
牧
税
務
署　

J
(32)
3
1
6
5

市
市
民
税
課　

J
(32)
6
2
5
3
・
6
2
5
4

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
免
除
申
請
を
す
る
方
は
所
得
の
申
告
を

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請
を
す
る
方
（
す

で
に
免
除
の
継
続
を
申
し
込
ん
で
い
る
方
を
含

む
）
は
、
所
得
が
少
額
（
ま
た
は
0
円
）
で
あ

っ
て
も
、
原
則
と
し
て
所
得
の
申
告
が
必
要
で

す
。
昨
年
中
の
所
得
の
申
告
は
、
市
・
道
民
税

の
申
告
と
し
て
2
月
16
日
㈭
〜
3
月
15
日
㈬

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
に
受
け
付
け

ま
す
。
申
告
に
つ
い
て
の
詳
細
は
市
民
税
課
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い　

※
税
務
署
な
ど
で

所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方
や
給
与
所
得
の

み
で
年
末
調
整
が
済
ん
で
い
る
方
、
公
的
年
金

の
所
得
の
み
で
源
泉
徴
収
票
の
記
載
事
項
以
外

の
控
除
を
必
要
と
し
な
い
方
は
申
告
不
要

■
お
得
な
前
納
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

国
民
年
金
保
険
料
は
、
2
年
分
、
1
年
分
、
6

カ
月
分
な
ど
ま
と
め
て
納
付
す
る
前
納
制
度
を

利
用
す
る
と
、
割
引
に
な
り
お
得
で
す
。
ま
た
、

口
座
振
替
で
前
納
す
る
と
、
納
付
書
や
ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
前
納
よ
り
さ
ら
に
割
引
に

■重度後遺障がい者へ介護料の支給

C自動車事故により脳や脊髄または胸腹部臓器に損
傷を受け、常時または随時介護を必要とし一定の要
件に該当する方
 支給額 後遺障がいの程度に応じた額
■交通遺児等育成資金の貸付

C0歳から中学校卒業までの交通遺児など
 貸付額 一時金＝155,000円　以後月額＝10,000
円または20,000円　小・中学校入学時の支度金＝
44,000円　いずれも無利子
 貸付期間 貸付決定時から中学校卒業まで
 返還方法 原則20年以内の月々均等払
■交通遺児等友の会入会のご案内
自動車事故により死亡または重度後遺障がいを負わ
れた方の義務教育終了前までの子どものいる家庭に
対し、交流会やレクリエーションを開催しています
……………………………………………………

IナスバHPまたは自動車事故対策機構札幌主管支
所　J011（218）8155

ナスバ
（自動車事故対策機構）
援護制度
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広告

　　　　J電話番号　Kファクス　MEメールアドレス
市役所のHPアドレス、住所、連絡先などは
30ページをご覧ください。


